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熱中症災害防止対策
について
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労働災害発生状況



休業災害発生状況の推移(滋賀県)
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全産業では近年増加傾向
製造業、建設業は中長期で減少



休業災害発生状況の推移(東近江署)
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滋賀県全体と同様の傾向
建設業の占める割合が多い



死亡災害発生状況(滋賀県)
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令和6-7年で
製造業で “0”を達成
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事故の型別災害分析(滋賀県 全産業)

転倒災害は製造業、
建設業を含めて
殆どの業種で最多

88%が2m以下の
低所からの墜落



7

起因物別災害分析(滋賀県 全産業)
転倒の原因となる
建設物等、環境等

に次いで
手工具、トラック

等が多い



転倒災害の分析(滋賀県 全産業)
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高齢者ほど
転倒リスク大

転倒災害は
近年、増加傾向
過去10年で1.5倍
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最近の死亡災害事例



令和6-7年の死亡災害発生状況

⚫ 交通事故：6件

⚫ 墜落災害：3件

⚫ 建設重機災害：3件

⚫ はさまれ災害：2件

⚫ 伐木作業：2件

⚫ 倒壊災害：1件

⚫ 競走馬関係：1件
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◆令和6年7月発生(商業)
  被災者はミニバイクに乗車し、新聞配達業務
に従事していた。交差点において乗用車と出合
い頭に衝突し、死亡したもの。

◆令和6年10月発生(商業)
  被災者は軽トラックに乗車し、新聞配達業務
に従事していた。交差点において対向車線から
右折してきたトラックと衝突し、死亡したもの。

◆令和6年10月発生(商業)
災害発生の経緯が不明であるが、新聞配達業

務に従事していた被災者が道路上で倒れている
状態で発見され、その後死亡が確認されたもの。11

死亡災害事例①②③



◆令和7年7月発生(道路貨物運送業)
  被災者は、2tトラックの運転者であり、滋賀
県甲賀市から愛知県方面に向けて運行していた。

出発後約40分経過時点、直線道路を走行中、
前方で信号待ち中の4tトラックに追突したもの。

救急搬送され、集中治療室で治療が行われて
いたが、17日後に死亡したもの。
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死亡災害事例④



◆令和7年8月発生(警備業)
  災害発生当日、地域の夏祭りが開催されてお
り、イベント全体の警備のため、約80名の警備
員が現場に入場していた。

夏祭り終了後、被災者は、帰宅する一般客の
交通誘導、雑踏警備業務に従事していたが、道
路上、センターライン付近に立って、交通誘導
を行っていたところ、走行してきた普通乗用車
に激突された。救急搬送され、治療が行われた
が、6時間後に死亡したもの。
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死亡災害事例⑤



◆令和7年11月発生(運送業)
  被災者は、軽貨物自動車を運転し、荷物の配
送作業に従事していた。

山中の国道を走行中、緩やかなカーブにおい
て、対向車線側にはみ出したことで、対向車線
を走行していた大型トラックと正面衝突し、死
亡したもの。
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死亡災害事例⑥
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交通労働災害防止ガイドライン
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交通労働災害防止ガイドライン

交通労働災害防止に関する労働安全衛生法上
の直接的な規制はないが、「交通労働災害防止
のためのガイドライン」が制定されている。

⚫ 管理体制の整備

⚫ 運行管理者、安全運転管理者の選任

⚫ 労働時間、運転時間の管理

⚫ 走行計画の作成

⚫ 出発前点呼

⚫ 交通安全教育

⚫ 健康管理

⚫ 荷役作業対策
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新聞配達業の団体と共同で申入れ

令和6年度、新聞配達業での交通死亡災害の急
増を受けて、滋賀労働局長は新聞配達業の団体
の代表との共同により、新聞配達業の事業者、
店舗に対して注意喚起を申し入れたもの。
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死亡災害事例⑦

◆令和6年1月発生(鉄骨造建築工事業)

鉄骨造工場建屋の新築工事において、鉄骨建
方作業が行われていた。

被災者は、ラフタークレーンで吊上げられた
鉄骨柱を鉄骨梁にボルトで固定するため、既に
建方作業を終えた箇所の鉄骨材から鉄骨大梁上
に上り、作業場所に向かって歩いていたところ、
5.8ｍ墜落し、死亡したもの。



◆令和7年6月発生(建設業)
  被災者は、マンション新築工事現場において、
配管設置業務に従事していた。

約10kgの配管材を持ち、各階の設置場所に運
搬する作業を行っていたが、1階エレベーター乗
場付近を通りがかった別の作業者が、エレベー
タピット内で流血して倒れている被災者を発見
したもの。

エレベーターは施工前の状況であり、昇降路、
各階入口が開口部となり、手すり等が設置され
ていなかったもの。
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死亡災害事例⑧



◆令和7年8月発生(畜産業)
  被災者は、飼料用のトウモロコシの収穫作業
に従事していた。

収穫したトウモロコシを保管するサイロにお
いて、高さ約2.6ｍに積み上げた飼料の山にビ
ニールシートを被せるため、飼料の山の上に登
り、ビニールシートを引き上げていたところ、
墜落したもの。
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死亡災害事例⑨



◆墜落による危険の防止(安衛則第518条)

高さ2ｍ以上の箇所で作業を行う場合で、墜落
により作業者に危険を及ぼすおそれのあるとき
は、足場等を設置しなければならない。

また、高さが2ｍ以上の箇所にある、作業床の
端、開口部には、手すり、囲い等を設置しなけ
ればならない。

上記の足場等の設置が困難な場合、墜落制止
用器具を使用しなければならない。

高所作業に係る安全対策
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死亡災害事例⑩

◆令和6年9月発生(道路建設工事業)

道路舗装修繕工事において、砕石を敷いた路
面を車両系建設機械であるローラーを使用して
転圧する作業が行われていた。

運転者が後方確認後、ローラーを後退させた
ところ、走行範囲内の被災者に接触、全身挫滅
により死亡したもの。
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車両系建設機械との接触防止

◆労働安全衛生規則第158条

  事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行
う時は、運転中の車両系建設機械に接触するこ
とにより労働者に危険が生じるおそれのある箇
所に労働者を立ち入らせてはならない。

ただし、誘導者を配置し、当該車両系建設機
械を誘導させる時はこの限りではない。
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死亡災害事例⑪

◆令和6年12月発生(木造建築工事業)

木造住宅新築工事において、ドラグショベル
使用工程が終了したため、トラックで持ち帰る
ため、荷台に搭載する作業が行われていた。

被災者は、バケットで荷台を突き、クロー
ラー前部を浮かすことで荷台に乗り上げようと
した際、バランスを崩し、横転したもの。
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用途外使用の禁止

◆労働安全衛生規則第164条

  事業者は、車両系建設機械を、パワーショベ
ルによる荷の吊上げ、クラムシェルによる労働
者の昇降等、主たる用途以外の用途に使用して
はならない。

※ ドラグショベルの主たる用途は、土砂の掘
削等であり、災害事例の様なトラック荷台
への昇降は本来用途ではないこと。



◆令和7年9月発生(運送業)
  被災者は、工事現場に資材を運搬する業務に
従事していた。

林道を走行中、対向車線をコンクリートミキ
サー車が走行してきたが、すれ違うことができ
る道幅がなかったため、道幅が広い場所まで後
退していたところ、運転を誤り、路肩から車両
ごと斜面に墜落したもの。
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死亡災害事例⑫



◆労働安全衛生規則第151条の6

事業者は、車両系荷役運搬機械（フォークリ
フト、構内の貨物自動車）を用いて作業を行う
時は、車両系荷役運搬機械の転倒、転落による
危険を防止するため、運行経路について、路肩
崩壊、地盤の不動沈下の防止、幅員保持等の必
要な措置を講じなければならない。

路肩等で車両系荷役運搬機械を用いて作業を
行う場合において、転落等により危険が生じる
おそれのある時は、誘導者を配置し、誘導を行
わせなければならない。

トラックの運転に係る安全対策
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死亡災害事例⑬

◆令和6年3月発生(道路建設工事業)

山林中に道路を整備、敷設する工事において、
立木の伐採作業が行われていた。

被災者は、伐採された枝を集める作業に１人
で従事していたが、倒木の付近で倒れている状
態で発見され、その後、搬送先の病院で脳挫傷
等により死亡が確認された。



◆令和7年10月発生(林業)
  被災者は、山中で伐倒木の集積作業に従事し
ていた。

伐倒木を持ち上げるため、木の下側に棒を差
し入れ、別の伐倒木に左足をかけて力を入れた
ところ、足をかけていた伐倒木が動いたため、
バランスを崩し転倒した。その際、腰部を強く
打ったため、骨盤部を骨折し、出血性ショック
により死亡したもの。
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死亡災害事例⑭



伐木作業はリスク大

近年、滋賀県内では、伐木作業中の死亡災害
が多発傾向にあるが（過去10年間で6件発生）、
その内の半数は林業以外の業種において発生し
ているもの。

林業の労働災害発生率（年千人率）を他業種
と比較すると、全産業で最も高く、年によって
は製造業の10倍を超えており、伐木作業自体の
労働災害リスクが極めて高いことを示している。

普段から伐採作業に慣れていない作業者であ
れば、なおのこと高リスクであるため、現場内
の樹木の伐採等の作業は専門業者に依頼するこ
とが無難であること。
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立木伐倒の合図

◆労働安全衛生規則第479条

事業者は、伐木の作業を行うときは、一定の
合図を定め、関係労働者に周知しなければなら
ない。

伐木の作業を行う場合において、対象となる
立木の伐倒作業を行う労働者以外の労働者に危
険を生じるおそれのある時は、伐倒作業を行う
労働者に合図を行わせ、他の労働者が退避した
ことを確認した後でなければ、伐倒作業を行わ
せてはならない。
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伐木作業等に係る安衛則の改正

① 従来、木の直系等で区分されていたチェーン
ソーによる伐木等業務に係る特別教育の統合

② 受口を作るべき立木の胸高直径を40cmから
20cmに対象を拡大

③ かかり木処理の義務化、禁止事項の明確化

④ かかり木処理作業場所の下方への立入禁止

⑤ 立木伐木作業中、立木樹高の2倍を半径とす
る範囲内への他の労働者の立入禁止

⑥ チェーンソーによる伐木作業時、下肢の切創
防止用保護衣着用の義務化

32
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死亡災害事例⑮

◆令和6年7月発生(産業廃棄物処理業)

被災者は、廃棄物である古紙やペットボトル
等をブロック状に圧縮成型する設備の運転業務
に、別の作業者と2名で従事していた。被災者は、
圧縮対象の種類を変更する際等において、設備
内部および周辺の清掃業務を担当し、もう1人は
設備の運転を担当していた。

もう1人の作業者が、被災者が内部の清掃作業
を完了しているものと思い、設備の動作を行っ
たところ、実際は、被災者はまだ設備内部で作
業を行っていたため、設備の動作部にはさまれ、
死亡したもの。
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死亡災害事例⑯

◆令和6年9月発生(産業廃棄物処理業)

被災者は、再生砕石プラントにおいてコンク
リートガラの破砕作業に従事していた。

再生砕石プラントのコンベアに不具合が発生
したが、被災者はコンベアの動作を止めること
なく、不具合の解消を行おうとしたところ、コ
ンベアの回転部に被災者の身体の一部が巻き込
まれ、コンベアに引き込まれ、死亡したもの。
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掃除等の場合の運転停止

◆安全衛生規則第107条

  事業者は、機械の掃除、給油、検査、修理、
調整の作業を行う場合において、危険を及ぼす
おそれのある時は、機械の運転を停止しなけれ
ばならない。

機械の運転を停止した時は、当該機械の起動
装置に錠をかける、起動装置の掲示板を取り付
ける等、作業従事者以外の者が機械を運転する
ことを防止するための措置を講じなければなら
ない。

※ 短時間での調整等の作業にも適用
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コンベアの安全装置

◆安全衛生規則第151条の78

事業者は、コンベアについては、労働者の身
体の一部が巻込まれる等、労働者に危険が生じ
るおそれのある時は、非常の場合に直ちにコン
ベアの運転を停止することができる装置(非常停
止装置)を備えなければならない。

  ※ 巻き込まれた作業者が、自らの操作でコン
ベアの動作を非常停止することができる必
要があること。



37

死亡災害事例⑰

◆令和6年10月発生(道路建設工事業)

道路拡幅工事において、地山の法面に擁壁を
設置する作業が行われていた。

被災者は、擁壁ブロックを仮設する作業を
行っていたが、ブロックのサポート材が外れた
ため、地山とブロックの間に入ったところ、ブ
ロックが倒れ、はさまれたもの。
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物体の落下による危険防止

◆労働安全衛生規則第537条

  事業者は、作業のため物体が落下することに
より労働者に危険を及ぼすおそれのある時は、
防網の設置、立入禁止区画を設定する等の措置
を講じなければならない。

※ 物体の垂直方向への落下だけではなく、水
平方向への飛来についても同様の措置が必
要であることに注意。



◆令和7年3月発生(畜産業)
  被災者は、競走馬訓練施設の馬場において、
取扱馬を曳いていたところ、馬が突然暴れだし、
後ろ足で背部を蹴られ負傷したもの。

その後、入院先の病院で肺塞栓を発症し、死
亡したもの。
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死亡災害事例⑱
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熱中症災害防止対策
について
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熱中症災害発生状況



熱中症災害発生状況(全国 死亡)

熱中症による
休業災害は約50％増加したが死亡災害は減少

発症はしても重症に至らせない事が重要
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熱中症災害発生状況(滋賀県)
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滋賀県内では
昨年は死亡災害

が発生しなかったものの
休業災害が近年では最多
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熱中症による死亡災害事例①

◆令和4年7月発生(警備業)

被災者は、工事現場の警備員として、現場出
入口での工事車両の入退場の際の交通整理、ダ
ンプトラックへの積込作業中の周辺警備等の業
務に従事していた。

午前中の作業を終え、自らが所有する自動車
内において昼休憩を取った後、午後からの作業
を再開しようとしたが、熱中症を発症しており、
立ち上がれない状況であった。

救急搬送され、治療を受け、当初は意識が
はっきりしていたが、７日後に死亡したもの。



熱中症による死亡災害事例②

◆令和2年7月（金属製品製造業）

  被災者は、塗装された鉄骨の仕上げを確認す
る作業に１人で従事していた。

他の作業者が、鉄骨塗装作業場付近を移動し
ていたところ、倒れている被災者を発見し、救
急搬送されたが、病院で死亡したもの。死因は
熱中症と診断された。

作業場所は、屋根があるものの３方向に壁が
存在せず、屋外に近い環境であった。
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熱中症による死亡災害事例③

◆平成28年6月発生(清掃業)

草刈作業等を行っていた労働者が、作業後嘔
吐し、救急搬送されたが、翌々日に死亡した。
熱中症を発症したものと推定される。

作業当日のWBGT値（暑さ指数）は最大28.4℃
（午後2時）であった。
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熱中症による死亡災害事例④

◆平成26年7月（屋根補修工事）

  民家の屋根補修工事において、熱中症による
死亡災害が発生したもの。

被災者は、他の労働者3名とともに老朽化した
瓦のはつり作業を終えた後、1人で建屋周囲の清
掃作業を行っていた。他の作業者は屋根上での
作業を継続していたが、いつの間にか被災者の
姿が見えなくなったことに気付き、周囲を探し
たが発見できなかった。その後、約400ｍ離れた
路上で倒れている被災者が発見されたが、搬送
された病院で死亡したもの。
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熱中症による死亡災害事例⑤

◆平成25年5月（道路工事業）

  名神高速道路の維持修繕工事において、熱中
症の疑いのある死亡災害が発生。

  被災者は、中央分離帯の防草作業に従事して
いた。朝9時頃から作業が開始され、途中休憩を
挟んだ11時30分頃、被災者が体調不良を訴え、
休憩していたが、体調が戻らず、痙攣、嘔吐が
見られたため、病院へ搬送されたが、救急車内
で心肺停止状態になったもの。(その後一旦蘇生
したものの、3日後に死亡したもの)
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熱中症による死亡災害と対策

平成30年に実施された、全国における熱中症
による死亡災害29件の調査の結果、熱中症対策
等の実施状況は以下のとおりであった。

⚫ WBGT値による管理 3/29

⚫ 被災者の熱順化 15/29

⚫ 事業場による水分、塩分の提供 15/29

⚫ 定期健康診断の実施 20/29

熱中症対策は十分ではないケースが多い
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熱中症（症状）



熱中症とは、高温多湿環境下において、体内
の水分、塩分等のバランスが崩れたり、体温の
調整機能が破綻する等して発症する障害である。

⚫Ⅰ度 めまい、熱失神、 大量の発汗

熱痙攣（筋肉の硬直等）

⚫Ⅱ度 頭痛、不快感、嘔吐

熱疲労（倦怠感、虚脱感）

⚫Ⅲ度 意識障害、運動障害、高体温

⚫Ⅳ度 特に深部体温40℃以上等の最重症

熱中症とは

応急処置で対応可

病院への搬送
を要する

入院治療を要する

重
症
度
大
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人間の体温調節を行っているのは、視床下部
視索前野の体温調節中枢が行っている。体温調
節中枢は、設定温度(Set Point)を定め、体温が
その温度を維持できるよう、熱生産と熱放散の
バランスを取っている。

体温の調節

熱生産 熱放散

設定体温
Setpoint
37.0℃
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発熱と高体温の違い

設定
温度

高体温発熱通常

設定
温度

設定
温度

体温

体温 体温

感染症等 熱中症
53



熱生産と熱放散

◆熱生産

脂肪組織、筋組織より熱が発生

安静時 100kcal/時

→ 熱放散がなければ、体温が1.1℃/時上昇

◆熱放散

① 発散 発汗：湿度75％以上で無効

 発汗1ℓ＝580kcal

② 放熱 赤外線放射

③ 伝導 直接熱移動

④ 対流 空気への熱移動

効
果
大
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熱中症の症状の進行

高温中の作業 Heat stress 熱暴露

高温に対する
急性反応

熱ショック応答

末梢血管拡張 腸管血管収縮

活性酸素・活性化窒素

腸管の透過性亢進

過剰急性反応

温度調節機能障害/呼吸循環障害/中枢神経障害

エンドトキシン血症

温度調節反応

腸粘膜障害
腸管内細菌叢由来の

内毒素エンドトキシン取込

虚血状態となる

播種性血管内凝固症候群 体のあちこちで血液が固まる

高熱被爆に対応して
細胞が示す応答

炎症性サイトカインによる多臓器不全

腸管から不要物質
の血中流入
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熱中症に係る規制



熱中症防止に係る規制

➢ 法的規制

安衛則として最低限順守すべき事項

➢ 「職場における熱中症予防基本対策要綱（令
和8年3月19日まで）」

厚生労働省労働基準局長通達

➢ 「職場における熱中症防止対策のためのガイ
ドライン（令和8年3月19日以降）」

上記要綱の内容を充実させｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに改変

➢ 「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」
単年度の実施事項をまとめたもの
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労働安全衛生法
による規制
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法的規制（作業環境測定）

◆安全衛生規則第587条、607条

  事業者は、以下の屋内作業場については、半
月以内毎に1回、定期に気温、湿度、輻射熱を測
定しなければならない。

➢溶鉱炉等により鉱物、金属等の精錬を行う
屋内作業場

➢キュポラ、るつぼ等により鉱物、金属、ガ
ラス等の溶解を行う屋内作業場

➢焼鈍炉、加熱炉等により鉱物、金属、ガラ
ス等の過熱を行う屋内作業場

➢陶磁器、レンガ等を焼成する屋内作業場
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法的規制（作業環境測定）

➢鉱物の焙焼、焼結を行う屋内作業場

➢加熱された金属の加工を行う屋内作業場

➢溶融金属の運搬、鋳込を行う屋内作業場

➢溶融ガラスの成型を行う屋内作業場

➢加硫器によりゴムを加硫する屋内作業場

➢熱源を用いる乾燥室内

➢多量の蒸気による染色槽を使用する屋内作
業場

➢給湿環境で紡績、織布を行う屋内作業場
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法的規制（温湿度調節）

◆安全衛生規則第606条

  事業者は、暑熱、寒冷、多湿の屋内作業場で、
有害のおそれがあるものについては、冷房、暖
房、通風等の適当な温湿度調節の措置を講じな
ければならない。

 ※ 本条文は屋内事業場のみが対象となり屋外
の建設現場等は対象とならない。

また、暑熱とは28℃以上、多湿とは相対湿
度85%以上を指すもの。
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法的規制（輻射熱からの保護）

◆安全衛生規則第608条

  事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する
溶融炉等が存在するときは、加熱された空気を
直接屋外に排出し、又は、その輻射熱から労働
者を保護する措置（隔壁、保護眼鏡、頭巾、保
護衣等）を講じなければならない。

また、当該作業場において作業に従事する労
働者以外の者に対して、溶融炉等の輻射熱から
の保護措置を講じる必要がある旨を周知しなけ
ればならない。
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法的規制（発汗作業に係る措置）

◆安全衛生規則第617条

  事業者は、多量の発汗を伴う作業場所におい
ては、労働者に与えるため、塩及び飲料水を備
えなければならない。
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熱中症防止対策に係る規則改正

従来、熱中症防止対策に係る条文は前述のと
おりと最低限の対策を求めるにとどまっていた。

熱中症による休業4日以上の労働災害は全国的
に増加傾向にあり、特に、死亡災害については3
年連続で30人超と高止まり傾向が続いている。

熱中症による死亡災害発生原因の多くは、初
期症状の放置、対応の遅れによる重症化である
ことから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害
に至らせないことを目的として、今回の規則改
正が行われたもの。



65

体制整備 関係作業者への周知

◆安全衛生規則第612条の2第1項

事業者は、暑熱な場所において連続して行わ
れる作業（WBGT値28度以上又は気温31度以上で
連続1時間以上又は1日4時間を超える場合）等、
熱中症を生じるおそれのある作業を行うときは、
予め、熱中症の自覚症状を有する場合、熱中症
を生じた疑いがあることを他の者が発見した場
合、その旨を報告させる体制を整備し、当該作
業に従事する者（労働者に限定しない）に対し
て当該体制を周知しなければならない。
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熱中症発生時の連絡体制（例）

熱中症緊急連絡先

１ 総務課 内線○○

２

３

４
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重篤化を防止するための措置

◆安全衛生規則第612条の2第2項

事業者は、暑熱な場所において連続して行わ
れる作業等、熱中症を生じるおそれのある作業
を行うときは、予め、作業場ごとに、当該作業
からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の
診察、処置を受けさせる等、熱中症の症状の悪
化を防止するため必要な措置の内容、手順を定
め、当該作業に従事する者（労働者に限定しな
い）に対して当該措置の内容、手順を周知しな
ければならない。
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熱中症の症状がある場合の対処法(例)
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熱中症防止対策
ガイドライン
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熱中症防止対策ガイドラインの策定

熱中症防止に関する実際的な対策は、従来、
「職場における熱中症予防基本対策要綱」によ
り示されていた。

近年の熱中症の増加傾向を受け組織された検
討会において、「一律の対策ではなく、複数の
オプションから事業場毎に業種、業態に応じた
適切な対策を選択できる包括的な対策が望まし
い」と答申が出された。

それを受け、令和8年3月18日付で「職場にお
ける熱中症防止対策のためのガイドライン」が
新たに発出されたもの。
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ガイドラインの構成

⚫目的、対象等

⚫熱中症リスクの評価

➢ 有害性要因の特定

➢ ＷＢＧＴ値の測定、把握

➢ 熱中症リスクの評価、検討

⚫熱中症リスクに応じた措置

➢ 労働衛生管理体制の確立

➢ 作業環境管理

➢ 作業管理

➢ 健康管理

➢ 労働衛生教育
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ガイドラインの目的

本ガイドラインは、労働安全衛生法と相まっ
て、職場における熱中症防止のための労働衛生
管理体制の確立、作業環境管理、作業管理、健
康管理、労働衛生教育等の具体的方法を一体的
に示し、事業者がその業種、業態に応じて適切
に選択して取り組むことを促し、職場における
熱中症による労働災害等の防止を図ることを目
的とする。

事業者、作業従事者（労働者に限定しない）、
注文者、作業場所の管理者等においても、本ガ
イドラインを参考に熱中症災害防止に取り組む
ことが望ましい。
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安全衛生管理体制（安衛委員会）

安全衛生委員会（労働者数50名未満の事業場
においてはそれに準ずる組織）を活用し、事業
場における熱中症防止対策の中心とし、春頃か
ら夏期の熱中症防止対策について労使で協議を
行うこと。

委員会において熱中症防止対策を決定した際
は、その内容について労働者に確実に周知を行
うこと。

秋冬期の委員会においては、夏期に講じた対
策の効果を検討し、次年度対策に反映させるこ
とが重要であること。
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安全衛生管理体制（管理者）

事業場における熱中症対策の直接の担当者で
ある熱中症予防管理者として衛生管理者を選任
し（労働者数50名未満の事業場においては安全
衛生推進者）、以下の業務を統括させる等によ
り、熱中症防止に係る責任体制を確立する。

➢ 作業(場所)ごとに適用するWBGT基準値の決定

➢ WBGT値に加える着衣補正値の決定

➢ WBGT値の低減対策の検討、実施

➢ 各作業従事者の暑熱順化状況の確認

➢ 作業開始前において作業従事者の体調確認
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安全衛生管理体制（管理者）

➢ 作業場所のWBGT値の把握、WBGT基準値との比
較による評価。

➢ 上記の評価結果に基づき、必要に応じて連続
作業時間の短縮等、熱中症防止措置を検討す
る（実施の決定は事業者が行う）

➢ 職場巡視を行い、作業従事者の水分、塩分の
摂取状況の確認

➢ 退勤後に体調が悪化しうることについて注意
喚起を実施

➢ 熱中症に関する労働衛生教育の実施
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有害性要因の特定

熱中症リスクを評価する前段階として、職場
内の熱中症リスクとなり得る暑熱要因の存在を
特定を行う。具体的な暑熱要因としては以下の
４要因が挙げられる。

⚫ 身体からの熱生産の上昇要因

➢ 身体作業負荷（作業強度）

⚫ 身体からの熱放散の阻害要因

➢ 高温、多湿な作業環境

➢ （休憩を取らず）連続作業

➢ 通気性、透湿性の低い衣服



WBGT値は作業場内にWBGT指数計
を設置する等により実測すること
が望ましいが、直射日光、高温熱
源等が存在しない屋内に限定され
るが、換算式から求めることも可
能（気温33度、湿度60％でWBGT値
は30となる、気温が1℃、湿度が
5％上昇する毎にWBGT値が1上昇）。
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WBGT値の計測、把握

熱中症リスクの評価において最も基本的な事
項としてWBGT値の把握がある。WBGT値は暑熱環
境による熱ストレスを評価する指標であり、温
度に湿度、太陽光の影響を加味したもの。



熱中症予防情報サイト
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サイトから全国の
WBGT値が把握可能
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熱中症リスクの評価、検討

測定、算出したWBGT値を基に作業者の服装に
関する補正を行い、最終的なWBGT値を決定する。

次いで、作業場所、作業内容、連続作業時間、
暑熱順化の有無等の要素からWBGT基準値を決定
する。

これら2つの数値を比較し、最終的なWBGT値の
方が大きい場合は、熱中症リスクが高いことを
表しており、概ね３以下にする必要がある。

ＷＢＧＴ値
ＷＢＧＴ
基準値

服装 作業場所

作業内容
熱順化

連続作業

＞
熱中症リスク大
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作業者の服装によるWBGT補正値
服装種類 WBGT補正値

作業服 ±０

つなぎ服 ±０

単層ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ不織布つなぎ服 ＋２

単層SMS不織布つなぎ服 ±０

織物衣服二重着用 ＋３

つなぎ服 ＋ 不透湿性エプロン ＋４

単層不透湿つなぎ服（フードなし） ＋１０

単層不透湿つなぎ服（フード付） ＋１１

作業服 ＋ 単層不透湿つなぎ服（フードなし） ＋１２

フード ＋１



ＷＢＧＴ基準値
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作業環境管理(WBGT値の軽減)

WBGT値がWBGT基準値を上回っている作業(場
所)、過去に実際に熱中症が発生した作業(場所)
等、熱中症リスクが高いと考えられる作業(場
所)にはWBGT値の低減対策を講じること。

➢ 高温熱源と作業者の間に遮蔽物等を設置

➢ 屋外作業場においては、直射日光、照り返し
を遮る簡易な屋根等を設置

➢ 適度な通風を行うとともに、冷房装置、ミス
トシャワー等による散水設備等の設置

➢ 屋内作業場における冷房装置には、除湿機能
が付属していることが望ましい
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作業環境管理(休憩場所の整備)

熱中症の発症、重篤化防止には、身体冷却が
有効であるため、作業場所の近くには冷房を備
えた休憩場所（屋外等で制約が存在する場合は
最低限日陰が必要）を以下に留意し設置する。

➢ 可能な限り作業場所の近くに設置

➢ 利用者が足を延ばし横になれる広さを確保

➢ 氷、ｱｲｽｽﾗﾘｰ、ｼｬﾜｰ等の身体冷却用品を配置

➢ 飲料水、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ、経口補水液、塩飴等を
配置（糖、塩分把握可能な物が望ましい）

➢ 緊急連絡先、対処方法等の掲示
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作業管理(作業計画)

暑熱環境下において作業を行う場合は、最初
に以下の事項を含む作業計画作成する。

➢ 実測した(予想される)WBGT値、作業内容を反
映したWBGT基準値で評価した熱中症リスク

➢ 実施する熱中症防止対策

➢ 休憩時間(連続作業時間)

➢ 作業中止基準

➢ 作業従事者ごとの状況（新規入場者、長期休
暇明け等）を考慮した暑熱順化プログラム
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作業管理(作業時間)

暑熱環境下では作業の休止、休憩時間を密に
し、連続作業時間を短縮することが望ましい。

休憩時間の目安として、WBGT値とWBGT基準値
との差から以下が示されている。

WBGT基準値を大きく上回る場合は、作業環境
の改善もしくは身体作業レベルの軽減により熱
中症リスクを低減させる必要性がある。
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WBGT値ーWBGT基準値 休憩時間(1時間当たり)

０以下(WBGT値≦WBGT基準値) 規定なし(通常作業と同程度)

１超過 １５分以上

２超過 ３０分以上

３超過 ４５分以上

４以上超過 作業中止が望ましい

※ 暑 熱 順
化済の作
業者基準
であり、
未順化者
はより長
い休憩時
間が必要。



作業管理（暑熱順化）

人間の身体には暑熱環境に対して順化する(慣
れる)機能が備わっている(暑熱順化の有無を
WBGT基準値では1-5相当と評価、重筋作業ほど効
果大)。そのため、作業者が暑熱順化できていな
い時期である梅雨あけ等に熱中症が多発する傾
向がある。

作業者が暑熱順化するには7日以上かかるとさ
れているため、気温が上昇してから最初の1週間
程度を暑熱順化期間とし、徐々に身体負荷、連
続作業時間を増加させることが望ましい。

暑熱順化は熱への曝露が中断すると徐々に失
われ、4日後には顕著に喪失するとされている。
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作業管理（プレク―リング）

WBGT値が高い暑熱環境下において、作業環境
の改善、作業強度の軽減のいずれも困難な場合
においては、作業開始前（あるいは休憩中）に
予め深部体温を下げ、作業開始後の体温上昇を
抑えるプレクーリングを検討する。
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プレクーリングの方法
としては、手足、体幹を
氷等で冷却する方法もあ
るが、アイススラリー
（流動性の高い氷状飲
料）を摂取する方法が一
般的である。



作業管理（水分、塩分補給）

前述の安衛則第617条により、暑熱作業場には
水分、塩分の備え付けが義務付けられ、水、ス
ポーツドリンク、塩飴等の用意が必要となる。

「喉が渇く」という自覚症状を感じた時点で
水分、塩分の不足が相当進んでいる場合がある
ため、自覚症状の有無に関わらず作業前、中に
は定期的に水分、塩分等を補給するとともに、
熱中症予防管理者が確認することが望ましい。

  補給量の目安は以下のとおり。

⚫ ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ：30分毎 100-200ml程度

⚫ 水(＋塩分)：30分毎 100-200ml程度
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作業管理（服装）

作業の性質上、服装に通気性を持たせること
が困難な場合（全身保護衣等）を除き、熱を吸
収し、保熱しやすい服装は避け、通気性、透湿
性の良い服装の着用を基本とする。

直射日光下の屋外で作業を行う場合は、通気
性の良い帽子、ヘルメットを着用し、空調服等
を採用することが望ましい。

最近では、水冷やペルチェ素子等による身体
冷却機能を有する装備も販売され、高い効果を
有する製品も存在するが、それのみで熱中症を
完全に防止できるものではなく、他の対策も併
せて実施する必要があること。
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作業管理（作業場の巡視）

熱中症予防管理者等は、各作業者の水分、塩
分摂取状況を確認するとともに、健康状態（顔
色、心拍数、体温、尿の回数、色等）を確認す
るため、作業場内を定期的に巡視し、積極的に
声掛け等を行うこと。

特に、一人作業場所で熱中症を発症した場合、
長時間放置されてしまう可能性があるため、よ
り密に巡視を行うとともに、ウェアラブル端末
を活用する等も検討すること。

作業者同士は互いの健康状態を意識し、異変
を感じた際は、躊躇なく担当者に連絡するよう
教育、周知を行っておくことが重要である。
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健康管理（日常の健康管理）

熱中症の発症例を見ると、当日あるいは前日
に食欲低下、下痢、感冒様症状等の比較的軽微
な体調変化が先行し、暑熱ばく露により急激に
重症化する例が多く見られる。また、睡眠不足、
前日の過度な飲酒、朝食の未摂取等も熱中症発
症に悪影響を与えると考えられる。

熱中症予防管理者等は、作業開始前において
各作業者の当日の体調に異変がないかどうか確
認し、熱中症の早期発見を図るとともに、日常
の健康管理、熱中症の具体的症状に関する教育
を行い、作業者自身による熱中症発症の早期の
気付きを促すこと。
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健康管理（定期健康診断）

熱中症の発症に悪影響を与える可能性のある
疾病として、糖尿病、高血圧、心疾患、腎不全、
精神、神経系疾患、広範囲の皮膚疾患、感冒、
下痢等（疾病のみならず服用している医薬品が
悪影響を与える可能性もある）があり、これら
を基礎疾患として有している作業者は本質的に
熱中症リスクが高いと考えられる。

定期健康診断においても、これら疾病と関連
する血糖検査、尿検査、血圧に係る検査が行わ
れているため、熱中症予防管理者（衛生管理
者）は、これら項目の有所見者を把握し、注意
を払う必要があること。
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熱中症防止に係る労働衛生教育

熱中症防止対策を的確に行うためには、熱中
症予防管理者、職長等（現場で作業従事者を指
揮する者）、作業従事者のそれぞれに対し、次
頁からの熱中症に係る労働衛生教育を実施する
ことが望ましい。

教材として、厚生労働省が運営している「熱
中症ポータルサイト」に掲載されているものが
使用できるものが活用できるもの。
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事 項 範 囲 時 間

熱中症の症状

・熱中症の概要
・職場における熱中症の特徴
・体温の調節
・熱中症が発生する仕組みと症状

３０分

※ 基礎知識
により１５
分に短縮可

熱中症の予防方法

・熱中症リスク要因とWBGT
・作業環境管理
・作業管理
・健康管理
・労働衛生教育
・熱中症予防対策事例

１５０分

※ 基礎知識
により７５
分に短縮可

緊急時の救急処置
・報告体制の整備、周知
・手順等の作成、周知
・緊急時の救急処置方法

１５分

熱中症の事例 ・熱中症の災害事例 １５分

関係法令等 ・熱中症の関係法令等 １５分 94

熱中症防止に係る労働衛生教育

◆熱中症予防管理者向け労働衛生教育



事 項 範 囲 時 間

熱中症の症状
・熱中症の概要
・職場における熱中症の特徴
・熱中症が発生する仕組みと症状

１０分

熱中症の予防方法

・作業環境管理
・作業管理
・健康管理
・熱中症予防対策事例

２５分

緊急時の救急処置
・報告体制の整備、周知
・手順等の作成、周知
・緊急時の救急処置方法

１０分

熱中症の事例 ・熱中症の災害事例 １０分

関係法令等 ・熱中症の関係法令等 ５分 95

熱中症防止に係る労働衛生教育

◆職長等(現場の作業指揮者)向け労働衛生教育



事 項 範 囲 時 間

熱中症の症状

・熱中症の概要
・職場における熱中症の特徴
・体温、体液の調節
・熱中症が発生する仕組みと症状

熱中症の予防方法
・WBGTの意味
・現場での熱中症予防活動

緊急時の救急処置 ・緊急時の救急処置方法

熱中症の事例 ・熱中症の災害事例
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熱中症防止に係る労働衛生教育

◆作業従事者向け労働衛生教育

短
時
間
で
繰
り
返
し
教
育
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い



熱中症ポータルサイト
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熱中症を発症した場合

熱中症を疑う症状が見られる場合は、まず涼
しい場所で休憩させ、飲料水を摂取させ、数分
間様子を見て、医療機関への搬送が必要かどう
かの判断を行う。但し、言動が不自然であると
き等は至急、医療機関に搬送する必要がある。

  医療機関への搬送が必要ない場合は、以下の
条件をいずれも満たす場合となる。

⚫ 意識がはっきりしていること

⚫ 自分で水分等が摂取できていること

⚫ 休憩により、症状が回復傾向にあること
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救急措置

医療機関への搬送が必要である場合、救急車
の到着まで、以下の救急措置を行う。

⚫ 涼しい場所で、衣服を緩め、体表面を露出し、
水でぬらし、送風する。

⚫ 水分、塩分の補給を行う。

⚫ 頚部、脇の下、股の内側等の動脈が通っている
箇所を氷のう等で冷やす。

⚫ 体温、心拍数の測定を行い、測定時刻とともに
記録を行う。

⚫ 救急措置時の体勢は、脳血流の確保を行うため、
横向きか、仰向けに寝かせる。
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STOP!熱中症
ｸｰﾙﾜｰｸｷｬﾝﾍﾟｰﾝ



STOP！熱中症ｸｰﾙﾜｰｸｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
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STOP！熱中症ｸｰﾙﾜｰｸｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
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工作物石綿事前調査者
資格の新設



従来、工作物については、事前調査自体は行
う必要があり、電子申請による結果報告も必要
であったが、事前調査実施者に特段の資格を求
めていなかった。

令和8年1月1日以降に着工する工作物（特定工
作物に限る）について事前調査を行う場合、新
設された、工作物石綿事前調査者の有資格者で
なければ調査を行うことができないもの。

特定工作物以外の工作物については、工作物
石綿事前調査者に加え、一般、特定建築物石綿
含有建材調査者等も調査を行うことが可能。

工作物石綿事前調査者
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工作物の種類と調査資格
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工作物石綿事前調査者講習

106

工作物事前調査者の資格を取得するためには、
工作物事前調査者講習（合計11時間）を受講す
る必要がある（建築物石綿含有建材事前調査者
の資格を所持している場合は、講習科目の一部
免除を受けることができる場合がある）。

滋賀県内では、現状、公益社団法人滋賀労働
基準協会（滋賀県大津市打出浜13-15）のみが講
習を開催していること。



滋賀労働局
労働基準監督署

が展開する各種施策
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ゼロ災滋賀ロゴマーク

最近の労働災害の増加傾向を受け、安全衛生
意識の高揚を図るため、滋賀労働局では、ゼロ
災滋賀ロゴマークを制定し、事業場での使用を
奨励している。滋賀労働局のＨＰにおいて、卓
上カレンダー等のデータと併せて公開している。
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